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（午前１０時００分 開会） 

 

○世古安秀委員長 皆さん、おはようございます。 

  ただいまから、議会運営委員会を再開いたします。 

  早速ですが、平成２９年８月２日に予定されている会議に提案されます議案の概要について、総務課課長補

佐の説明を求めます。 

  課長補佐。 

○奥村課長補佐 おはようございます。総務課の奥村です。 

  総務課長が、きのう、きょうと庁舎の防火管理者の研修を受講しておりまして、出席できませんので、課長

にかわりましてご説明申し上げます。 

○世古安秀委員長 座ってください。 

○奥村課長補佐 はい、座って説明させていただきます。 

  それでは、平成２９年８月２日の会議の提出議案の説明をさせていただきます。 

  提出議案の一覧表をごらんいただきたいと思います。 

  今回の議案は、先日７月２０日に全員協議会のほうでご説明いたしました鳥羽市立海の博物館に関連する議

案等で、議案第１２号が平成２９年度鳥羽市一般会計補正予算（第３号）の予算議案１件、それから議案第

１３号が鳥羽市立海の博物館の設置及び管理に関する条例の制定についての条例議案１件、合計いたしまして

２件を上程いたします。 

  議案第１２号、平成２９年度鳥羽市一般会計補正予算（第３号）につきましては、その概要のほうをごらん

いただきたいと思います。 

  概要の１ページをごらんください。 

  よろしいでしょうか、予算の概要のほうです。 

  補正予算の規模でございます。 

  平成２９年度一般会計補正予算（第３号）は、海女文化継承啓発事業で１００万円、観光振興事業で５０万

円、文化財保護事業で３００万円のほか、博物館管理費で９,６０５万２,０００円を計上し、補正後の一般会

計予算額は１１０億３,３５０万円となります。 

  主な事業の内容は、おめくりいただきまして、４ページ、５ページに記載のとおりでございますので、後刻

ごらんいただきたいと思います。 

  続きまして、提出議案の概要、先ほどお配りしております議案一覧表の裏面にございます概要のほうをごら

んいただきたいと思います。 

  議案第１３号、鳥羽市立海の博物館の設置及び管理に関する条例の制定についてでございます。 

  地方自治法第２４４条の２の規定に基づきまして、博物館の設置及び管理について必要な事項を定めるもの

でございます。 

  主な内容としましては、設置目的として、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保

管し及び展示して一般公衆の利用に供するとともに、教育、学術及び文化の発展に寄与するものでございます。 
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  実施事業としまして、１、博物館資料の収集、保存及び管理、２、博物館資料に係る調査研究及び情報発信、

３、博物館資料等の展示公開、４、生涯学習に対応した講演会、講座等の開催、５、他の博物館との連携、６、

飲食物の提供及び物品等の販売、７、水産業及び観光業の振興、８、アートの振興、９、その他教育委員会が

必要と認める事業でございます。 

  そのほか、開館時間、休館日、入館料等を定めております。 

  以上で、平成２９年８月２日会議の提出議案についての説明を終わらせていただきます。 

○世古安秀委員長 総務課課長補佐の説明は終わりました。 

  次に、議案の取り扱いについて事務局長に説明をさせます。 

  事務局長。 

○濱口事務局長 それでは、本会議の日程等につきまして私のほうからご説明をいたします。 

  ８月２日の会議に上程されます議案につきましては、先ほど総務課長補佐から説明のありましたとおり、平

成２９年度一般会計補正予算議案１件、鳥羽市立海の博物館の設置及び管理に関する条例の制定議案が１件の

計２件でございます。 

  次に、お手元の会議日程及び議事日程をごらんくさだい。 

  ８月２日に会議を再開いたしまして、諸報告、会議録署名議員の指名後、議案第１２号、議案第１３号を一

括上程いたしまして、提案者の趣旨説明を行います。趣旨説明の後、議案精読のための暫時休憩を挟みまして、

議案に対する質疑のほうを行います。質疑が終了いたしましたら、まず、条例議案につきまして所管の文教産

業常任委員会のほうへ、またその後に補正予算議案について予算決算常任委員会へ付託し、審査を行う予定と

なっております。それぞれの委員会の審査が終了いたしました後には、各常任委員長からの委員長報告、委員

長報告に対する質疑を行い、討論、表決を経まして散会する日程となっております。 

  以上、よろしくご審査のほどお願いいたします。 

○世古安秀委員長 事務局長の説明は終わりました。 

  議案の取り扱いについてご質問やご意見はございませんか。 

  戸上委員。 

○戸上 健委員 １点お聞きします。上程についての諾否についてお伺いしたいんです。 

  補正予算の中に観光振興事業のツーリズムＥＸＰＯジャパン２０１７というのが計上されておりますけれど

も、僕らはこれを８月２日の議会で決定して、予算執行ということになるはずです。調べてみると、このツー

リズムＥＸＰＯジャパン２０１７の出展ブース、これは７月２５日でもう締め切られたはずなんですよ。そう

なると、この予算措置というのがもう既にされておるんじゃないかと。議会に対してのほうが遅きに失してい

るんじゃないかと。そもそも６月議会に何でこういうものを上程しなかったのか。８月の今になってこれを上

程するのかという点が僕は疑問なんですけれども、そのあたりいかがでしょうか。 

○世古安秀委員長 内容については、各委員会の審議の中でちょっといろいろとしていただきたいんですけれど

も。 

○戸上 健委員 議運として、こういう議案の上程について今議会に上程するというのはそもそもおかしいやな

いかというのが僕の意見なんです。本来であれば６月議会で上程して、そこで予算措置もして、そして７月の
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応募ということに入っていくのが筋じゃないかと。そこで、これは先ほども言いましたようにもう応募は終わ

っておるわな、奥村さん。終わっておるはずなんですよ、ホームページ見ると、このＥＸＰＯジャパン

２０１７の。そうなると、終わったことに対してそれはもう進めておるということやわな、担当課は。 

  当然、予算案措置も必要なわけで、それを我々議会が後から追認するということになると思うんです。議運

がそんな追認を認めるということになりかねないと僕は思うたもので、疑問を呈したんです。 

○世古安秀委員長 事務局長。 

○濱口事務局長 戸上委員が、今、言われた件につきましては、私の推測なんですが、申し込んで、それがつい

てきたので、今回、予算の参加負担金を上乗せしたという可能性もございますので、そのあたりにつきまして

は、また予算委員会のときに確認していただいたらどうでしょうかと思うんですが、いかがでしょうか。 

  これは、６月議会では申し込むという前提では動いていたと思うんですが、実際に外れるかどうかもわから

んままで予算を措置というのはなかなか難しいところもありますので、確実に負担金が参加申込が確定できた

段階で予算を措置して、急遽、予算措置というふうな形になったというふうなことも考えられますので、その

辺はちょっと予算委員会のときに、もしよければ聞いていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○世古安秀委員長 戸上委員。 

○戸上 健委員 そうなると、普通、例年ならないわね、８月２日に議会を開くということは。たまたま海博の

条例制定があったために開いたと思うんです。通例なら、９月の定例会―今、定例会と言うておらんけれ

ども―で補正予算審議してやるはずなんです。そうなると、ツーリズムＥＸＰＯ２０１７は、もう予算も

全然間に合わんということになるわけでなんです。たまたま８月２日に開かれたために、この上程をしたとい

うふうに僕は受けとめたんですけれども、そうなると……。 

○世古安秀委員長 議長。 

○浜口一利議長 戸上委員の指摘というのは、本当に議運でということかどうかはちょっとわからんけれども、

そういうようなやり方やってくると、本当にこの前に議長に説明とか、そんな当然あってしかるべきものとい

うことだと思うんですけれども、今、戸上委員の指摘があったもので、私らもこの締め切りが終わっていると

いうことは、今、わかっただけなもので、こんなやり方ではどうもおかしいというか、ちょっと議会との信頼

関係を損なうようなやり方ということやもので、これはちゃんと説明をした上で進めていかなあかんと思いま

す。 

○世古安秀委員長 戸上委員。 

○戸上 健委員 そういうことですもので、僕は疑念を呈しましたけれども、担当課と事務局と議長のほうに話

を通していただいて、そこでオーケーということであれば構いません。 

○世古安秀委員長 議長。 

○浜口一利議長 議運でどうのこうのという問題以前の問題ですもので、そのあたりははっきりと説明も私らも

納得した上で、議場で諮っていただきたいということです。 

○世古安秀委員長 それでは、奥村補佐、先ほどの戸上委員からの疑問について、ちょっと後でまた議長のほう

へも報告をするのと、きちんとこの委員会の中でどういう経過でこうなったかということの説明も十分理解で

きるようにしていってほしいと思います。 
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  尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 戸上委員が言うて、今、議長が、早い話、教育委員会が怠慢やと思うんさな。それで、おたく

が受けて出してくる限りはさ…… 

（「観光課や」の声あり） 

○尾﨑 幹委員 観光課が出してくる。そやけど、総務課が出てくるわけやで、責任持ってやっぱり説明ができ

てというのが本来やんか。課長がおらへん言うたら、それまでかわからんけれども、ただ、今までにもこうい

うことは絶えずあったわけですよ、順序が違うんじゃないかというのは。そやけど、議案として出すんやで、

質疑をやってくれいうので僕は泣かされてきておるんさ。僕はもうずっと議運に入っておるもんで、順序違う

やねえかというのは山ほどあるん、ほんと戸上委員の言うように。ただ、そのときの総務課長にしろ、こちら

の意向としては、全部質疑ができますよと言うて逃げてきたわけやな。となってくると、今までの分も全部根

本的に見直さないかん。議案として出す限りは、やっぱり議会軽視になっていくことは避けてもらわないかん

のが本来や。そこをしっかりともう一遍、各担当課があるわけやで、そこはしっかりと議会軽視にならんよう

に、それが一番の大事なことであって、いいものも悪いようにしていく可能性があるということだけ頭に入れ

てやっていかな。本当にここで指摘されたよってわかりましたという話じゃないと思うんさ。本来のルールが

あるわけやで、そこはしっかりと。やっぱり順序いうものがあって、それをないがしろにしておるもんで、こ

ういう問題が出てくるんやで。自分らではええかもわからんけれども、やっぱり議会ではいかんと。戸上委員

が指摘されたもんで、これがわかっただけであって、戸上委員が指摘しいひんと、そのまま流れておると。こ

れはやっぱり議会軽視に当たるよ。そこだけはちゃんとしっかりと胸に入れて、上の者にしっかりと言わな。 

○世古安秀委員長 そういうことですので、総務課のほう十分によろしくお願いします。 

  ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○世古安秀委員長 ないようですので、お諮りいたします。 

  議案の取り扱いについては、事務局長の説明のとおりとすることに賛成の委員は起立を願います。 

（起 立 全 員） 

○世古安秀委員長 ありがとうございます。 

  起立全員であります。 

  よって、議案の取り扱いについてはそのように決定いたします。 

  ご協議いただくことは以上です。 

  委員の皆さんから何かございましたら、ご発言をお願いします。 

  ないようですので、これをもちまして議会運営委員会を散会いたします。ご苦労さんでした。 

（午前１０時１４分 散会） 

─────────────── 



－6－ 

委員長はこの会議録をつくりここに署名する。 

 

 平成２９年７月２８日 

 

              議会運営委員長    世  古  安  秀 

 


